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一廃

可燃物

木くず 食品循環

一般廃棄物

可燃物

木くず 食品循環資源 紙類 リサイクルできる紙

※廃棄物の処理は、許可業者に委託してください。（P.10 参照） ※廃棄物の処理は、許可業者に委託してください。（P.10 参照）

 ごみ分別早見表
事業者用 50音順

品　名 備 考区 分 種 類 品　名 備 考区 分 種 類

こ

品　名 備 考区 分 種 類 品　名 備 考区 分 種 類

す

品　名 備 考区 分 種 類 品　名 備 考区 分 種 類

し

品　名 備 考区 分 種 類 品　名 備 考区 分 種 類

さ

廃プラ類

廃プラ類

紙類

紙類

可燃物

廃プラ類

可燃物

使用済の太陽光パネル
は、どのように処理す
ればよいですか？

太陽光パネルは、ガラスや金属のほか様々な素材で作ら
れているため、そのままではリサイクルが困難ですが、

A.A.Q.Q.

専門的な技術を用いることで
リサイクルできます。
詳しくは、松山市廃棄物対策課
（電話 948-6912）に
お問い合わせください。

産廃

廃油
燃え殻

動ふん動死

鉱さいがれき類 動植物性残さ ゴムくず

混合物繊維くず

汚泥廃酸/廃アル
廃プラ類 金属くず ガ・コ・陶 木くず

産業廃棄物

鉱さい 動植物性残さ ゴムくず

動物の死体 動物のふん尿 繊維くず ２種類以上の異なる産業廃棄物で構成されているもの

廃プラスチック類 廃油
燃え殻 汚泥 がれき類廃酸または廃アルカリ

金属くず パレット、業種指定のある木くずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

産廃

産廃

産廃

一廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

一廃

一廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

コピー機

コピー用紙

ごみ箱（プラスチック製）

ゴム製品（合成ゴム製）

コンセント

コンパス（文房具）

小型家電の付属品は
リサイクル法認定事業者
または許可業者に委託

トナーがある場合は「燃え殻」も含む
混合物。メーカーでリサイクルが行
われている場合はメーカーに相談

食料品製造業等から
排出される場合（P.３参照）

金属製は「金属くず」、
プラスチック製は「廃プラ類」

プラスチック製は「廃プラ類」

天然繊維（綿、羊毛、麻など）は
一廃の「可燃物」

ビニール・防水加工の場合は
「可燃物」

金属製は「金属くず」

プラスチック製は「廃プラ類」

処分業者に受入基準を確認
（P.５参照）

多量に排出する場合は、
粉塵爆発の可能性があるため
市のごみ処理施設に相談

プラスチック製の場合は
「廃プラ類」

プラスチックを含む場合は
「廃プラ類」との混合物

電池は外す。燃料は抜くこと

紙類としてリサイクルが
困難なため

本類・雑がみでリサイクル

電池は外す

家庭用の場合は、
小型家電リサイクル法認定
事業者または許可業者に委託

プラスチック製は「廃プラ類」、
陶磁器製は「ガ・コ・陶」

ビニール・防水加工の場合は
「可燃物」

必ず使い切ること

未使用のものは
一廃の「可燃物」

メーカーに相談または小型家
電リサイクル法認定事業者も
しくは許可業者に委託

アスベストを含む場合は、
石綿含有産業廃棄物許可業者
に委託
工作物の除去等に伴って生じたも
の。アスベストを含む場合は、石綿
含有産業廃棄物許可業者に委託

食料品製造業等から
排出される場合（P.３参照）

天然繊維（綿、羊毛、麻など）は
一廃の「可燃物」

紙類としてリサイクルが
困難なため

食料品製造業等から排出
される場合（P.３参照）

工作物の除去等に伴って
生じたもの

プラスチック製は「廃プラ類」

金属製は「金属くず」

天然ゴム製は「ゴムくず」

多量に排出する場合は、
粉塵爆発の可能性があるため
市のごみ処理施設に相談

天然繊維（綿、羊毛、麻など）は
一廃の「可燃物」

メーカーでリサイクルが
行われている場合は
メーカーに相談

金属製は「金属くず」、
竹製は一廃の「可燃物」

金属製は「金属くず」

液体が酸性またはアルカリ性
のどちらであるかを確認して
許可業者に委託

ガラス部分は「ガ･コ･陶」

ガラス部分は取り外して産廃
の「ガ･コ･陶」、金属部分は取
り外して産廃の「金属くず」

特別管理産業廃棄物許可業者
に委託

電球・蛍光灯等は外す

市のごみ処理施設搬入禁止物
のため、販売店等に相談

金属製は「金属くず」、
プラスチック製は「廃プラ類」

電池は外す。
小型家電リサイクル法認定
事業者または許可業者に委託

食料品製造業等から
排出される場合（P.３参照）

多量に排出する場合は、
粉塵爆発の可能性があるため
市のごみ処理施設に相談

プラスチックを含む場合は
「廃プラ類」との混合物

未使用のフィルムは
「廃プラ類」「金属くず」の混合物

天然素材は一廃の「可燃物」

プラスチック製は「廃プラ類」

小型家電の付属品は
リサイクル法認定事業者
または許可業者に委託

ケースは産廃の「廃プラ類」

工具箱（金属製）

コード

コードリール

コーヒーメーカー（電気式）

黒板

黒板消し

コップ洗い（ブラシ）

紙類

可燃物

廃プラ類

廃プラ類

ガ･コ･陶

がれき類

金属くず

金属くず

可燃物

廃プラ類

ガ･コ･陶

廃プラ類

コップ
（ガラス製・陶磁器製）

廃プラ類
金属くず
廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず
廃プラ類
金属くず

動植物性
残さ

動植物性
残さ

小麦粉

コーヒーがら

コンクリートブロック

廃プラ類
金属くず
ガ・コ・陶

廃プラ類
金属くず
ガ・コ・陶

廃プラ類
金属くず
ガ・コ・陶

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

一廃

産廃

一廃

産廃

産廃

産廃

一廃

一廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

一廃

一廃

産廃

産廃

産廃

産廃

一廃

一廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

一廃

産廃

産廃

一廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

一廃

産廃

産廃

一廃

産廃

産廃

一廃

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず
廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

動植物性
残さ

廃プラ類

廃プラ類

可燃物

可燃物

金属くず

金属くず

可燃物

可燃物

廃プラ類

金属くず

廃プラ類

金属くず

廃プラ類

可燃物

産廃

産廃

一廃

一廃

一廃

産廃

産廃

一廃

産廃

一廃

産廃

産廃

産廃

一廃

一廃

産廃

動植物性
残さ

サインペン

作業着

雑紙

雑誌（週刊誌・漫画など）

座布団

皿（紙製）

砂糖

皿（ガラス製・陶磁器製）

ざる（竹製）

ざる（プラスチック製）

三脚

三角コーン

三輪車

残飯

シーツ

CD（ケースを含む）

CDプレーヤー

シール

磁石

自転車

シャープペンシルの芯

写真

写真のネガ

ジャッキ

シャベル（ショベル）

しゃもじ（木製）

充電器

充電式電池

朱肉

シュレッダー紙

消火器

定規

焼却灰

浄水器

照明器具

じょうろ

除草剤（液状）

除草剤（固形状・粉末状）

食器棚（金属製）

食器棚（木製）

食品トレイ

シンナー

新聞紙（チラシを含む）

廃プラ類

紙類

廃プラ類

燃え殻

廃プラ類

廃酸/廃アル

可燃物

ガ･コ･陶

金属くず

可燃物

廃プラ類

廃油

紙類

塩

シャープペンシル
（金属製）

シャトル
（バドミントン用）

しゃもじ
（プラスチック製）

食器
（ガラス製・陶磁器製）

水槽

炊飯器

スコップ（金属製）

スタンプ台

ストーブ

ストップウォッチ

ストロー（紙製）

ストローの袋（紙製）

スパナ

スプーン（金属製）

スプーン（木製）

スプーンの袋（紙製）

スプリングマットレス

スプレー缶

スポンジ

スマートフォン

炭（使用済み）

スリッパ

ガ･コ･陶

金属くず

廃プラ類

可燃物

廃プラ類

紙類

廃プラ類

金属くず

金属くず

可燃物

紙類

廃プラ類

金属くず

廃プラ類

燃え殻

廃プラ類

ガ･コ･陶

がれき類

スキャナー
(画像読み取り装置)

スコップ
（プラスチック製）

ストロー
（プラスチック製）

ストローの袋
（プラスチック製）

廃プラ類
金属くず
ガ・コ・陶

スプーンの袋
（プラスチック製）

スレート瓦

ガ･コ･陶

可燃物

廃プラ類

廃プラ類

食品循環

可燃物

［バッテリー］欄参照（P.23）
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